
 

 
（広域助成（Ａ助成）区分事業_１）  

 

令 和 3 年 度共 同 募金 （ 令和 4 年 度事 業使 用 分）  
地 域福 祉活 動公 募助 成事 業実施要領 

 
１ 目 的 
   本事業は、地域の身近な福祉課題の解決に取り組む団体等が実施する「誰も

が安心して暮らせる福祉のまちづくり」活動に必要な事業経費の支援を行うこ
とにより、地域福祉の推進を図る。 

 
２ 助成対象及び助成額 
（１）助成対象団体 
     地域福祉向上を目的に活動している福祉関係団体、ボランティア団体、町

内会等及び社会福祉施設 
（２） 助成対象事業 

①「安心・安全のまちづくり」及び「地域活性化」を目的とする事業 
②「地域における社会的孤立」などの「地域の福祉課題」を解決することを 

目的とする事業 
③ 社会福祉施設の機能を活用した施設独自の事業（社会福祉施設のみ） 

（３）助成額及び助成率 
① 予算枠 300 万円の範囲内で助成する。なお、申請額は万円単位（千円単位

以下切捨て）とする。 
② 助成率：総事業費の 75％以内とする。 
③ 助成限度額：1 団体・法人につき 50 万円以内とする。 
 

３  助 成 対 象 外 事 業 ・ 団 体 に つ い て  
次 に 該 当 す る 事 業 ・ 団 体 は 、 共 同 募 金 の 助 成 対 象 外 と す る 。  

（１）国 又 は 地 方 公 共 団 体 が 設 置 又 は 経 営 し 、も し く は そ の 責 任 に 属 す る と
み な さ れ る 事 業 ・ 団 体  

（２）対 象 が 政 治 、 宗 教 、 特 定 の 団 体 等 の 関 係 者 に 限 定 し 、 一 般 に 開 放 せ ず
当 該 団 体 等 の 構 成 員 の 互 助 共 済 を 主 た る 目 的 と す る 事 業 等 、 社 会 福 祉 的
性 格 が 明 ら か で な い 事 業 ・ 団 体  

（ ３ ）経 営 の 基 礎 、管 理 の 状 況 等 が 不 十 分 で 、地 域 の 寄 付 者 か ら 信 頼 さ れ て
い な い 事 業 ・ 団 体  

（ ４ ）社 会 福 祉 を 目 的 と し て も 、政 治 、宗 教 、特 定 の 団 体 等 の 運 動 の 手 段 と
し て 行 う 事 業  

（ ５ ）助 成 に よ る 効 果 が 期 待 で き な い 事 業 及 び 介 護 保 険 法 に よ る 収 益 を 伴 う
事 業 等 、 助 成 金 以 外 の 収 入 が 期 待 さ れ 、 こ れ に よ っ て 実 施 す る こ と が 適
当 と 認 め ら れ る 事 業  

（ ６ ）そ の 名 称 の 如 何 に 関 わ ら ず 、営 利 を 目 的 と し て 行 っ て い る と み な さ れ
る 事 業  

（ ７ ）当 該 年 度 に お い て 、共 同 募 金 と の 重 複 感 を 与 え る よ う な 寄 付 金 の 公 募
を 実 施 し 、 又 は 実 施 し よ う と す る 団 体  

（ ８ ）国 、地 方 公 共 団 体 、公 益 財 団 法 人 Ｊ Ｋ Ａ 、公 益 財 団 法 人 日 本 財 団 及 び
公 益 財 団 法 人 中 央 競 馬 馬 主 社 会 福 祉 財 団 の 補 助 を 受 け て 実 施 す る 事 業  

 



 

 
 
４ 募集期間 
   令和 3 年 4 月 19 日（月）～5 月 21 日（金） 
 
５ 助成の手続き 
（１）申請書の受付及び提出書類 

助成金の交付を受けようとする法人・団体は、次の書類を市町村共同募金
委員会に提出するものとする。 

① 共同募金助成申請書  （様式第 1 号） 
② 助 成 申 請 事 業 の 概 要 （ 別 紙 _Ａ の １ ）  
③  定 款 又 は 会 則 等  
④  当 該 年 度 事 業 計 画 書 ・ 収 支 予 算 書  
⑤  前 年 度 事 業 報 告 書 ・ 収 支 決 算 書  
⑥  実 施 事 業 の 見 積 書 、 製 品 カ タ ロ グ  
⑦  そ の 他 本 会 が 特 に 必 要 と す る 関 係 書 類  

※ 申 請 書（ ① 及 び ② ）は 、ホ ー ム ペ ー ジ か ら ダ ウ ン ロ ー ド で き ま す 。  
 （ http://akaihane-aomori .or. jp/subsidy/subsidy_akaihane.html）  

（ ２ ） 助 成 決 定  
    助 成 決 定 に つ い て は 、申請内容を審査のうえ、助 成 計 画 に 基 づ き 、令

和 4 年 3 月開催の理事会及び評議員会において助成の可否及び助成額を決
定した後、申請した者に通知する。 

    また、助成金の交付については、助成決定通知の後に交付する。 
（３）完了報告 
    助成事業が完了したときは、「社会福祉法人青森県共同募金会助成要綱」

第 13 条に基づき、事業実施年度終了後の 3 か月以内に事業完了報告書（様
式第 3 号）を本会に提出すること。 

 
６ 留意事項 
（１）助成申請は 1 法人・団体につき 1 事業とする。 
（２）募金総額と申請総額の調整等により、助成率が下がる場合がある。 
（３）市町村などの小地域単位で活動する団体（町内会等を含む）が実施する事業

に対する助成については、原則として、別に定める地域助成事業実施要領によ
り行うものとする。 

（４）助成申請者は必要に応じて、配分委員会開催時に申請事業の内容を説明しな
ければならない。（プレゼンテーションの実施） 

（５）その他、本要領に定めのない事項については、「社会福祉法人青森県共同募
金会助成要綱」によるものとする。 

 
附則 

この要領は令和 3 年 4 月 1 日より施行する。 
 
 

 


